
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今年度はノロウィルスが猛威を振るっておりますので、再度、ご確認をお願いいたします。 



 

 

当指導センターの時々の出来事を振り返って（その４） 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せいえい融資利率 

 

（平成 25 年 1 月 17 日現在） 

基準となる利率 2.05％（6 年まで）

生活衛生 

改善資金貸付 
1.75％（10 年まで）

Ｃ1.15％(6 年まで)振興事業設備

の特定設備 (計画書作成 1.0％)

 向日市の激辛商店街へ行ってきました。

激辛ラーメン、激辛まんじゅうに、激辛

クリーニングまで！全国の辛うまいもん

NO.1 を決定する KARA－１グランプリとい

うイベントが開催されるなど盛り上がっ

ております。激辛って言っても、そこそこ

なんでしょ？とお考えの方、是非 1度体験

を！正直、想像を超えております。 真 

Ｙの回。 
悲しい事件をきっかけに、体罰についての議論が盛んとなっている昨今で

す。なんとなくこの体罰という言葉を目にするたび、違和感を覚えていました。

もちろん今回の発端となったものは、報道を見る限りにおいては暴行としか思

えないということもありますが、他の違和感もあり、理由はこれかな？という

ものに考えあたりました。最近は割りと何にでもカタカナ名前がついているの

に、ということなのでは、と。例えば、家庭内のものはドメスティックバイオ

レンス、性的いやがらせはセクシャルハラスメント、上司の利権を悪用するパ

ワーハラスメント、精神的な暴力はモラルハラスメント、ちょっと路線は違い

ますが、モンスタークレーマーにモンスターペアレンツ等々。これらは昔から

実は存在していたけれど、存在が認められていなかったため、新しくカタカナ

名前がついたもの。こうやって触れにくい事柄をマイルドに取り扱えるように

してきている背景によるものと思います。それらに対し、『体罰』という言葉

は非常に重厚感があり、言葉だけで少し怖い印象ではないでしょうか。 
体罰－暴行や虐待にも発展しかねないことはあってはいけないと思います

が、取り締まりが過熱しすぎて、大人のスポーツ界への波及はいかがか感じる

のと、表面化しにくい精神的暴行に変化しないでほしいと思います。 

 かねてより全国大学生活協同組合は、京都に会館を建設することを悲願にしていた。が、、京都旅館組合は、

公営旅館が低廉な料金で宿泊させ、過当競争を激化させるので、反対を表明していた。しかし、生協側が旅館

営業の申請をするに至ったことから、旅館組合と生協との調整が必要となり、山岡景一郎事業活動調整員が協

議の主体を務めることになった。 
 生協側は、仲間の旅館を指導しているセンターの調整員が仲裁をするのは、不公平だと言っていたが、「法

律等を知悉している教授団と、旅館の経営者とは、自動車と自転車以上の力の差があり調整員が旅館側に少し

寄った判断をしても、それが公平だ」と押し切った。 
 協議の会合は、昭和 62 年（1987）の８月 3 日を皮切りに８回開催し、難産ではあったが、双方歩み寄り 10
月 26 日に協定書を締結することができた。 
 最初は官庁、指導センター、旅館、大学生協等の出席者が多く、協議が混乱したので、４回目の協議の折、

山岡景一郎調整員から「旅館、生協から各５名の全権大使を選び決定権を委ねること。また、協議に当たって

は、時には相手に対して暴言があったとしても、言論戦にとどめ、協議を中断して席を立つてはいけない。あ

くまでも、協議成立を促進するため、もし、勝手に離席をするなら、相手方の言い分を通すことにする」この

「離席は負け」方式は、以後多くの会合で利用されるようになった。 
協定書の主たる内容は、①会館の名称は「大学生協京都会館」とし、愛称（コープイン京都）は小さく付記

する。②和室の数を、予定より大幅に削減する（８室以下）。③生協組合員のみ宿泊させる。④施設の利用状

況につき指導センターの事業活動調整員が立ち会うことができる。⑤組合側は、生協側が適性を欠く利用があ

ったと認められるときは、監督官庁に通報することができる。 
 この会合で当時青年部の幹部として活躍していた北原茂樹、小野善三両氏の二人の名前を挙げておきたい。

S マークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って営業して

いるお店の表示です。全国どこでも、この S マークを店頭に掲げて

いるお店ではクオリティの高いサービスをお約束いたします。 

また、万一のトラブルの際にも、事故賠償基準に基づいた補償も可

能なように損害賠償保険にも加入していることをあらわしていま

す。「安全・清潔・安心」の S マークのお店をお選びください。 
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